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7 会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部
を改正する訓令

( 人 事 課 )

44

10

三重県人事委員会規則13-2（職員の勤務時間、休暇等に関する規則）の
一部を改正する規則

( 同 ) 11

 

公布された条例のあらまし 

 

◎ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（条例第 44号） 

1  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に鑑み、育児休業法第二条第一項第一号の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定める期間についての規定等を整備することとしました。 

 2  この条例は、令和 4 年 10月 1日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

条 例 
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職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま

す 。  

  令 和 四 年 九 月 三 十 日  

                        三 重 県 知 事   一  見  勝  之  

三 重 県 条 例 第 四 十 四 号  

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 育 児 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ）  （ 育 児 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ）  

第 二 条  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  
第 二 条  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 次 の い ず れ か に

該 当 す る も の 以 外 の 非 常 勤 職 員  

三  次 の い ず れ か に 該 当 す る 非 常 勤 職 員

以 外 の 非 常 勤 職 員  

イ  次 の い ず れ に も 該 当 す る 非 常 勤 職

員  

イ  次 の い ず れ に も 該 当 す る 非 常 勤 職

員  

(
1
)

 そ の 養 育 す る 子 （ 育 児 休 業 法 第 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 子 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 一 歳 六 箇 月 に 達 す る 日 （ 以

下 「 一 歳 六 箇 月 到 達 日 」 と い う 。 ）

（ 当 該 子 の 出 生 の 日 か ら 第 三 条 の

二 に 規 定 す る 期 間 内 に 育 児 休 業 を

し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 当 該

期 間 の 末 日 か ら 六 月 を 経 過 す る 日 、

第 二 条 の 四 の 規 定 に 該 当 す る 場 合

に あ っ て は 当 該 子 が 二 歳 に 達 す る  

日 ） ま で に 、 そ の 任 期 （ 任 期 が 更 新

さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 更 新 後 の も

の ） が 満 了 す る こ と 及 び 引 き 続 い て

任 命 権 者 （ 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の

理 事 長 を 含 む 。 第 二 十 九 条 を 除 き 、

以 下 同 じ 。 ） を 同 じ く す る 職 （ 以 下

「 特 定 の 職 」 と い う 。 ） に 採 用 さ れ

な い こ と が 明 ら か で な い 非 常 勤 職

員  

(
1
)

 そ の 養 育 す る 子 （ 育 児 休 業 法 第 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 子 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 一 歳 六 箇 月 に 達 す る 日 （ 以

下 「 一 歳 六 箇 月 到 達 日 」 と い う 。 ）

ま で に 、 そ の 任 期 （ 任 期 が 更 新 さ れ

る 場 合 に あ っ て は 、 更 新 後 の も の ）

が 満 了 す る こ と 及 び 任 命 権 者 （ 特 定

地 方 独 立 行 政 法 人 の 理 事 長 を 含 む 。

第 二 十 九 条 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） を

同 じ く す る 職 （ 以 下 「 特 定 の 職 」 と

い う 。 ） に 引 き 続 き 採 用 さ れ な い こ

と が 明 ら か で な い 非 常 勤 職 員  

 

 

 

 

 

 

 

(
2
)

 （ 略 ）  (
2
)

 （ 略 ）  
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ロ  次 の い ず れ か に 該 当 す る 非 常 勤 職

員  

ロ  第 二 条 の 三 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 に

該 当 す る 非 常 勤 職 員 （ そ の 養 育 す る 子

が 一 歳 に 達 す る 日 （ 以 下 こ の 号 及 び 第

二 条 の 三 に お い て 「 一 歳 到 達 日 」 と い

う 。 ） （ 当 該 子 に つ い て 当 該 非 常 勤 職

員 が す る 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ

れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た

日 ） に お い て 育 児 休 業 を し て い る 非 常

勤 職 員 に 限 る 。 ）  

(
1
)

 そ の 養 育 す る 子 が 一 歳 に 達 す る

日 （ 以 下 「 一 歳 到 達 日 」 と い う 。 ）

（ 当 該 子 に つ い て 当 該 非 常 勤 職 員

が 第 二 条 の 三 第 二 号 に 掲 げ る 場 合

に 該 当 し て す る 育 児 休 業 の 期 間 の

末 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳 到

達 日 後 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該

末 日 と さ れ た 日 。 以 下 (
1
)

に お い て 同

じ 。 ） に お い て 育 児 休 業 を し て い る

非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 同 条 第 三 号 に

掲 げ る 場 合 に 該 当 し て 当 該 子 の 一

歳 到 達 日 の 翌 日 を 育 児 休 業 の 期 間

の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と

す る も の  

 

(
2
)

 そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期

間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い

る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 任 期 を

更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 引

き 続 い て 特 定 の 職 に 採 用 さ れ る こ

と に 伴 い 、 当 該 育 児 休 業 に 係 る 子 に

つ い て 、 当 該 更 新 前 の 任 期 の 末 日 の

翌 日 又 は 当 該 採 用 の 日 を 育 児 休 業

の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し

よ う と す る も の  

 

 ハ  第 二 条 の 四 に 規 定 す る 場 合 に 該 当

す る 非 常 勤 職 員 （ そ の 養 育 す る 子 の 一

歳 六 箇 月 到 達 日 に お い て 当 該 子 に つ

い て 育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤 職 員

に 限 る 。 ）  
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ニ  そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間

の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 非

常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 育 児 休 業 に 係

る 子 に つ い て 、 当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、

又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 に 特 定 の 職 に

引 き 続 き 採 用 さ れ る こ と に 伴 い 、 当 該

任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き

採 用 さ れ る 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 初

日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る も

の  

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め

る 日 ）  

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め

る 日 ）  

第 二 条 の 三  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条

例 で 定 め る 日 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 と す る 。 

第 二 条 の 三  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条

例 で 定 め る 日 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 と す る 。 

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  非 常 勤 職 員 の 配 偶 者 が 当 該 非 常 勤 職

員 の 養 育 す る 子 の 一 歳 到 達 日 以 前 の い

ず れ か の 日 に お い て 当 該 子 を 養 育 す る

た め に 育 児 休 業 法 そ の 他 の 法 律 の 規 定

に よ る 育 児 休 業 （ 以 下 「 地 方 等 育 児 休 業 」

と い う 。 ） を し て い る 場 合 に お い て 、 当

該 非 常 勤 職 員 が 、 当 該 子 に つ い て 育 児 休

業 を し よ う と す る 場 合 （ 当 該 育 児 休 業 の

期 間 の 初 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳

到 達 日 の 翌 日 後 で あ る 場 合 又 は 当 該 地

方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 前 で あ る 場

合 を 除 く 。 ）  当 該 子 が 一 歳 二 箇 月 に 達

す る 日 （ 当 該 日 が 当 該 育 児 休 業 の 期 間 の

初 日 と さ れ た 日 か ら 起 算 し て 育 児 休 業

等 可 能 日 数 （ 当 該 子 の 出 生 の 日 か ら 当 該

子 の 一 歳 到 達 日 ま で の 日 数 を い う 。 ） か

ら 育 児 休 業 等 取 得 日 数 （ 当 該 子 の 出 生 の

日 以 後 当 該 非 常 勤 職 員 が 労 働 基 準 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 六 十 五 条

第 一 項 の 休 業 又 は 第 二 項 本 文 の 規 定 （ 当

該 非 常 勤 職 員 が 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

（ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項

の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 項 に

二  非 常 勤 職 員 の 配 偶 者 が 当 該 非 常 勤 職

員 の 養 育 す る 子 の 一 歳 到 達 日 以 前 の い

ず れ か の 日 に お い て 当 該 子 を 養 育 す る

た め に 育 児 休 業 法 そ の 他 の 法 律 の 規 定

に よ る 育 児 休 業 （ 以 下 「 地 方 等 育 児 休 業 」

と い う 。 ） を し て い る 場 合 に お い て 当 該

非 常 勤 職 員 が 当 該 子 に つ い て 育 児 休 業

を し よ う と す る 場 合 （ 当 該 育 児 休 業 の 期

間 の 初 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳 到

達 日 の 翌 日 後 で あ る 場 合 又 は 当 該 地 方

等 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 前 で あ る 場 合

を 除 く 。 ）  当 該 子 が 一 歳 二 箇 月 に 達 す

る 日 （ 当 該 日 が 当 該 育 児 休 業 の 期 間 の 初

日 と さ れ た 日 か ら 起 算 し て 育 児 休 業 等

可 能 日 数 （ 当 該 子 の 出 生 の 日 か ら 当 該 子

の 一 歳 到 達 日 ま で の 日 数 を い う 。 ） か ら

育 児 休 業 等 取 得 日 数 （ 当 該 子 の 出 生 の 日

以 後 当 該 非 常 勤 職 員 が 労 働 基 準 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 六 十 五 条 第

一 項 の 休 業 又 は 第 二 項 本 文 の 規 定 （ 当 該

非 常 勤 職 員 が 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 地

方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規

定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 項 に 規 定
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規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 場 合 に あ っ

て は 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下

「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 五 条 又

は 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。

以 下 「 公 立 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 」 と い

う 。 ） 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 産 前 産 後 の

休 暇 ） に よ り 勤 務 し な か っ た 日 数 と 当 該

子 に つ い て 育 児 休 業 を し た 日 数 を 合 算

し た 日 数 を い う 。 ） を 差 し 引 い た 日 数 を

経 過 す る 日 よ り 後 の 日 で あ る と き は 、 当

該 経 過 す る 日 ）  

す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 場 合 に あ っ て は 、

職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 勤

務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 五 条 又 は 公

立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。 以 下

「 公 立 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ）

第 十 五 条 の 規 定 に よ る 産 前 産 後 の 休 暇 ）

に よ り 勤 務 し な か っ た 日 数 と 当 該 子 に

つ い て 育 児 休 業 を し た 日 数 を 合 算 し た

日 数 を い う 。 ） を 差 し 引 い た 日 数 を 経 過

す る 日 よ り 後 の 日 で あ る と き は 、 当 該 経

過 す る 日 ）  

三  一 歳 か ら 一 歳 六 箇 月 に 達 す る ま で の

子 を 養 育 す る 非 常 勤 職 員 が 、 次 に 掲 げ る

場 合 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 （ 当 該 子

に つ い て こ の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し

て 育 児 休 業 を し て い る 場 合 で あ っ て 第

三 条 第 七 号 に 掲 げ る 事 情 に 該 当 す る と

き は ロ 及 び ハ に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る

場 合 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 特 別 の 事 情 が

あ る 場 合 に あ っ て は ハ に 掲 げ る 場 合 に

該 当 す る 場 合 ） 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到

達 日  

三  一 歳 か ら 一 歳 六 箇 月 に 達 す る ま で の

子 を 養 育 す る た め 、 非 常 勤 職 員 が 当 該 子

の 一 歳 到 達 日 （ 当 該 子 を 養 育 す る 非 常 勤

職 員 が 前 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て す

る 育 児 休 業 又 は 当 該 非 常 勤 職 員 の 配 偶

者 が 同 号 に 掲 げ る 場 合 若 し く は こ れ に

相 当 す る 場 合 に 該 当 し て す る 地 方 等 育

児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 当 該

子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ る 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 （ 当 該 育 児 休 業

の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 と 当 該 地 方 等

育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 異

な る と き は 、 そ の い ず れ か の 日 ） ） の 翌

日 （ 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 の 期 間 に お い

て こ の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て そ の

任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と

す る 育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤 職 員 で

あ っ て 、 当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該

任 期 の 満 了 後 に 特 定 の 職 に 引 き 続 き 採

用 さ れ る も の に あ っ て は 、 当 該 任 期 の 末

日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る

日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児

休 業 を し よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 次 に

掲 げ る 場 合 の い ず れ に も 該 当 す る と き  

当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日  
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イ  当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 到

達 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員 が 前 号 に 掲 げ る

場 合 に 該 当 し て す る 育 児 休 業 又 は 当

該 非 常 勤 職 員 の 配 偶 者 が 同 号 に 掲 げ

る 場 合 若 し く は こ れ に 相 当 す る 場 合

に 該 当 し て す る 地 方 等 育 児 休 業 の 期

間 の 末 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳

到 達 日 後 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該

末 日 と さ れ た 日 （ 当 該 育 児 休 業 の 期 間

の 末 日 と さ れ た 日 と 当 該 地 方 等 育 児

休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 異 な

る と き は 、 そ の い ず れ か の 日 ） ） の 翌

日 （ 当 該 配 偶 者 が こ の 号 に 掲 げ る 場 合

又 は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し て

地 方 等 育 児 休 業 を す る 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日

と さ れ た 日 の 翌 日 以 前 の 日 ） を 育 児 休

業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し

よ う と す る 場 合  

 

ロ  当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が

当 該 子 の 一 歳 到 達 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員

が 前 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て す る

育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が

当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ る 場 合 に

あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 ） に お

い て 育 児 休 業 を し て い る 場 合 又 は 当

該 非 常 勤 職 員 の 配 偶 者 が 当 該 子 の 一

歳 到 達 日 （ 当 該 配 偶 者 が 同 号 に 掲 げ る

場 合 又 は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当

し て す る 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末

日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日

後 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と

さ れ た 日 ） に お い て 地 方 等 育 児 休 業 を

し て い る 場 合  

イ  当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が

当 該 子 の 一 歳 到 達 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員

が す る 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ

た 日 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ る

場 合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た

日 ） に お い て 育 児 休 業 を し て い る 場 合

又 は 当 該 非 常 勤 職 員 の 配 偶 者 が 当 該

子 の 一 歳 到 達 日 （ 当 該 配 偶 者 が す る 地

方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た

日 が 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ る 場

合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 ）

に お い て 地 方 等 育 児 休 業 を し て い る

場 合  

ハ  （ 略 ）  ロ  （ 略 ）  

ニ  当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が

当 該 子 の 一 歳 到 達 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員

が 前 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て す る

育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が
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当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 で あ る 場 合 に

あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 ） 後 の

期 間 に お い て こ の 号 に 掲 げ る 場 合 に

該 当 し て 育 児 休 業 を し た こ と が な い

場 合  

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め

る 場 合 ）  

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め

る 場 合 ）  

第 二 条 の 四  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条

例 で 定 め る 場 合 は 、 一 歳 六 箇 月 か ら 二 歳 に

達 す る ま で の 子 を 養 育 す る 非 常 勤 職 員 が 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も 該 当

す る 場 合 （ 当 該 子 に つ い て こ の 条 の 規 定 に

該 当 し て 育 児 休 業 を し て い る 場 合 で あ っ

て 次 条 第 七 号 に 掲 げ る 事 情 に 該 当 す る と

き は 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 に 該

当 す る 場 合 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 特 別 の 事

情 が あ る 場 合 に あ っ て は 同 号 に 掲 げ る 場

合 に 該 当 す る 場 合 ） と す る 。  

第 二 条 の 四  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条

例 で 定 め る 場 合 は 、 一 歳 六 箇 月 か ら 二 歳 に

達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た め 、 非 常 勤 職

員 が 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 の 翌 日 （ 当

該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 後 の 期 間 に お い

て こ の 条 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て そ の 任

期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る

育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、

当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了

後 に 特 定 の 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の

に あ っ て は 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当

該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 ） を 育 児 休 業 の 期

間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る

場 合 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当

す る 場 合 と す る 。  

一  当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 六 箇

月 到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 非 常 勤 職 員 の 配 偶

者 が こ の 条 の 規 定 に 該 当 し 、 又 は こ れ に

相 当 す る 場 合 に 該 当 し て 地 方 等 育 児 休

業 を す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 方 等 育

児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 の 翌 日

以 前 の 日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す

る 育 児 休 業 を し よ う と す る 場 合  

 

二 ・ 三  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

四  当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 当

該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 後 の 期 間 に お

い て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て 育 児 休 業

を し た こ と が な い 場 合  

 

 （ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 た だ し 書 の 人

事 院 規 則 で 定 め る 期 間 を 基 準 と し て 条 例

で 定 め る 期 間 ）  

 第 二 条 の 五  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 た だ
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し 書 の 人 事 院 規 則 で 定 め る 期 間 を 基 準 と

し て 条 例 で 定 め る 期 間 は 、 五 十 七 日 間 と す

る 。  

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 た だ し 書 の 条

例 で 定 め る 特 別 の 事 情 ）  

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 た だ し 書 の 条

例 で 定 め る 特 別 の 事 情 ）  

第 三 条  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 た だ し 書

の 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 に 掲 げ る

事 情 と す る 。  

第 三 条  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 た だ し 書

の 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 に 掲 げ る

事 情 と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

 五  育 児 休 業 （ こ の 号 の 規 定 に 該 当 し た こ

と に よ り 当 該 育 児 休 業 に 係 る 子 に つ い

て 既 に し た も の を 除 く 。 ） の 終 了 後 、 三

月 以 上 の 期 間 を 経 過 し た こ と （ 当 該 育 児

休 業 を し た 職 員 が 、 当 該 育 児 休 業 の 承 認

の 請 求 の 際 育 児 休 業 に よ り 当 該 子 を 養

育 す る た め の 計 画 に つ い て 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 育 児 休 業 等 計 画 書 に よ り

任 命 権 者 に 申 し 出 た 場 合 に 限 る 。 ） 。  

五  （ 略 ）  六  （ 略 ）  

六  第 二 条 の 三 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 に 該

当 す る こ と 又 は 前 条 の 規 定 に 該 当 す る

こ と 。  

七  第 二 条 の 三 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 に 該

当 す る こ と 。  

七  任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 で あ っ

て 、 当 該 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の

末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る も の が 、

当 該 任 期 を 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満

了 後 引 き 続 い て 特 定 の 職 に 採 用 さ れ る

こ と に 伴 い 、 当 該 育 児 休 業 に 係 る 子 に つ

い て 、 当 該 更 新 前 の 任 期 の 末 日 の 翌 日 又

は 当 該 採 用 の 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 初

日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す る こ と 。 

八  そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の

末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤

職 員 が 、 当 該 育 児 休 業 に 係 る 子 に つ い

て 、 当 該 任 期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期

の 満 了 後 に 特 定 の 職 に 引 き 続 き 採 用 さ

れ る こ と に 伴 い 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日

又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 を 育 児

休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し

よ う と す る こ と 。  

 九  第 二 条 の 四 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 す

る こ と 。  

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 人 事

院 規 則 で 定 め る 期 間 を 基 準 と し て 条 例 で

定 め る 期 間 ）  

 

第 三 条 の 二  育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 第 一

号 の 人 事 院 規 則 で 定 め る 期 間 を 基 準 と し

て 条 例 で 定 め る 期 間 は 、 五 十 七 日 間 と す
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 三

条 （ 第 五 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 又 は 第 十 一 条 （ 第 六 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ

り 育 児 休 業 等 計 画 書 を 提 出 し た 職 員 に 対 す る こ れ ら の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

（ 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

３  職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二

十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 二 条 の う ち 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 二 条 の 三 第 二 号 の 改 正 規 定 中 「 当 該

非 常 勤 職 員 が 当 該 子 に つ い て 」 を 「 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 、 当 該 子 に つ い て 」 に 改 め る 。  

る 。  
（ 育 児 短 時 間 勤 務 の 終 了 の 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て 一 年 を 経 過 し な い 場 合 に 育 児 短

時 間 勤 務 を す る こ と が で き る 特 別 の 事 情 ） 

（ 育 児 短 時 間 勤 務 の 終 了 の 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て 一 年 を 経 過 し な い 場 合 に 育 児 短

時 間 勤 務 を す る こ と が で き る 特 別 の 事 情 ） 

第 十 一 条  育 児 休 業 法 第 十 条 第 一 項 た だ し

書 の 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 に 掲 げ

る 事 情 と す る 。  

第 十 一 条  育 児 休 業 法 第 十 条 第 一 項 た だ し

書 の 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 に 掲 げ

る 事 情 と す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  育 児 短 時 間 勤 務 （ こ の 号 の 規 定 に 該 当

し た こ と に よ り 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 に

係 る 子 に つ い て 既 に し た も の を 除 く 。 ）

の 終 了 後 、 三 月 以 上 の 期 間 を 経 過 し た こ

と （ 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 を し た 職 員 が 、

当 該 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 の 請 求 の 際

育 児 短 時 間 勤 務 に よ り 当 該 子 を 養 育 す

る た め の 計 画 に つ い て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 育 児 短 時 間 勤 務 計 画 書 に よ り

任 命 権 者 に 申 し 出 た 場 合 に 限 る 。 ） 。  

六  育 児 短 時 間 勤 務 （ こ の 号 の 規 定 に 該 当

し た こ と に よ り 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 に

係 る 子 に つ い て 既 に し た も の を 除 く 。 ）

の 終 了 後 、 三 月 以 上 の 期 間 を 経 過 し た こ

と （ 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 を し た 職 員 が 、

当 該 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 の 請 求 の 際

育 児 短 時 間 勤 務 に よ り 当 該 子 を 養 育 す

る た め の 計 画 に つ い て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 育 児 休 業 等 計 画 書 に よ り 任 命

権 者 に 申 し 出 た 場 合 に 限 る 。 ） 。  

七  （ 略 ）  七  （ 略 ）  
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人 事 委 規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県

人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 一 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 の 承 認 の 請 求 手 続 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 九 月 三 十 日  

                  三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   籏   道   男  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 一 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 の 承 認 の 請 求 手 続 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す

る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 一 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 の 承 認 の 請 求 手 続 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 二 条 の 二  （ 略 ）  第 二 条 の 二  （ 略 ）  

（ 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 及 び 条 例 第 二 条 の 四 の 人 事

委 員 会 が 定 め る 特 別 の 事 情 ）  

第 二 条 の 二 の 二  条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 及 び 条 例 第 二 条

の 四 の 人 事 委 員 会 が 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 条 例 第 三

条 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 事 情 と す る 。  

（ 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ハ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 場 合 ）  

 

 

 

 

 

（ 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 場 合 ）  

第 二 条 の 三  条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ハ の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

第 二 条 の 三  条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

一  条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ハ に 規 定 す る 当 該 子 に つ

い て 、 保 育 所 等 （ 条 例 第 三 条 第 五 号 に 規 定 す る 保

育 所 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お け る 保 育 の 利 用

を 希 望 し 、 申 込 み を 行 っ て い る が 、 当 該 子 の 一 歳

到 達 日 （ 条 例 第 二 条 第 三 号 ロ (1
)

に 規 定 す る 一 歳 到

達 日 を い う 。 ） 後 の 期 間 に つ い て 、 当 面 そ の 実 施

が 行 わ れ な い 場 合  

一  条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す る 当 該 子 に つ

い て 、 保 育 所 等 （ 条 例 第 三 条 第 六 号 に 規 定 す る 保

育 所 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お け る 保 育 の 利 用

を 希 望 し 、 申 込 み を 行 っ て い る が 、 当 該 子 の 一 歳

到 達 日 （ 条 例 第 二 条 第 三 号 ロ に 規 定 す る 一 歳 到 達

日 を い う 。 ） 後 の 期 間 に つ い て 、 当 面 そ の 実 施 が

行 わ れ な い 場 合  

二  常 態 と し て 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ハ に 規 定 す る

当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の 親 で あ る 配 偶 者 で

あ っ て 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 の 期 間 に つ い て 常 態

と し て 当 該 子 を 養 育 す る 予 定 で あ っ た も の が 次 の

い ず れ か に 該 当 し た 場 合  

二  常 態 と し て 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す る

当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の 親 で あ る 配 偶 者 で

あ っ て 当 該 子 の 一 歳 到 達 日 後 の 期 間 に つ い て 常 態

と し て 当 該 子 を 養 育 す る 予 定 で あ っ た も の が 次 の

い ず れ か に 該 当 し た 場 合  

イ ～ ニ  （ 略 ）  イ ～ ニ  （ 略 ）  

三  前 条 に 規 定 す る 事 情 に 該 当 し た 場 合   

（ 条 例 第 二 条 の 四 第 三 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

場 合 ）  

（ 条 例 第 二 条 の 四 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

場 合 ）  

第 二 条 の 四  条 例 第 二 条 の 四 第 三 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 場 合 は 、 当 該 非 常 勤 職 員 の 養 育 す る 子 が 二 歳

に 達 す る 日 ま で に 、 そ の 任 期 （ 任 期 が 更 新 さ れ る 場

合 に あ っ て は 、 更 新 後 の も の ） が 満 了 す る こ と 及 び

特 定 の 職 （ 条 例 第 二 条 第 三 号 イ (1
)

に 規 定 す る 特 定 の

職 を い う 。 ） に 引 き 続 き 採 用 さ れ な い こ と が 明 ら か

で な い 場 合 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

第 二 条 の 四  条 例 第 二 条 の 四 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 場 合 は 、 当 該 非 常 勤 職 員 の 養 育 す る 子 が 二 歳

に 達 す る 日 ま で に 、 そ の 任 期 （ 任 期 が 更 新 さ れ る 場

合 に あ っ て は 、 更 新 後 の も の ） が 満 了 す る こ と 及 び

特 定 の 職 （ 条 例 第 二 条 第 三 号 イ (1
)

に 規 定 す る 特 定 の

職 を い う 。 ） に 引 き 続 き 採 用 さ れ な い こ と が 明 ら か

で な い 場 合 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

一  条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ハ に 規 定 す る 当 該 子 に つ 一  条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す る 当 該 子 に つ
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い て 、 保 育 所 等 に お け る 保 育 の 利 用 を 希 望 し 、 申

込 み を 行 っ て い る が 、 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日

（ 条 例 第 二 条 第 三 号 イ (1
)

に 規 定 す る 一 歳 六 箇 月 到

達 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 後 の 期 間 に つ い て 、 当

面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い 場 合  

い て 、 保 育 所 等 に お け る 保 育 の 利 用 を 希 望 し 、 申

込 み を 行 っ て い る が 、 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日

（ 条 例 第 二 条 第 三 号 イ (1
)

に 規 定 す る 一 歳 六 箇 月 到

達 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 後 の 期 間 に つ い て 、 当

面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い 場 合  

二  常 態 と し て 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ハ に 規 定 す る

当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の 親 で あ る 配 偶 者 で

あ っ て 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 後 の 期 間 に つ い

て 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 す る 予 定 で あ っ た も の

が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合  

二  常 態 と し て 条 例 第 二 条 の 三 第 三 号 ロ に 規 定 す る

当 該 子 を 養 育 し て い る 当 該 子 の 親 で あ る 配 偶 者 で

あ っ て 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 後 の 期 間 に つ い

て 常 態 と し て 当 該 子 を 養 育 す る 予 定 で あ っ た も の

が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合  

イ ～ ニ  （ 略 ）  

三  第 二 条 の 二 の 二 に 規 定 す る 事 情 に 該 当 し た 場 合  

イ ～ ニ  （ 略 ）  

（ 育 児 休 業 の 承 認 の 請 求 手 続 ）  （ 育 児 休 業 の 承 認 の 請 求 手 続 ）  

第 三 条  育 児 休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る 職 員 は 、 育 児

休 業 承 認 請 求 書 に よ り 、 任 命 権 者 に 対 し 、 あ ら か じ

め そ の 承 認 を 請 求 す る も の と す る 。  

第 三 条  育 児 休 業 の 承 認 を 受 け よ う と す る 職 員 は 、 育 児

休 業 承 認 請 求 書 に よ り 、 任 命 権 者 に 対 し 、 あ ら か じ

め そ の 承 認 を 請 求 す る も の と す る 。  

２  任 命 権 者 は 、 育 児 休 業 の 承 認 の 請 求 に つ い て 、 そ の

事 由 を 確 認 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 請

求 を し た 職 員 に 対 し て 、 証 明 書 類 の 提 出 を 求 め る こ

と が で き る 。 た だ し 、 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員

が 条 例 第 三 条 第 七 号 に 掲 げ る 事 情 に 該 当 し て 育 児 休

業 の 承 認 を 請 求 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 育 児 休 業 の 承 認 の 請 求 に つ い て 、 そ の

事 由 を 確 認 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 請

求 を し た 職 員 に 対 し て 、 証 明 書 類 の 提 出 を 求 め る こ

と が で き る 。 た だ し 、 非 常 勤 職 員 が 条 例 第 三 条 第 八

号 に 掲 げ る 事 情 に 該 当 し て 育 児 休 業 の 承 認 を 請 求 し

た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 育 児 休 業 に 係 る 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 ）  （ 育 児 休 業 に 係 る 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 ）  

第 七 条  任 命 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 職 員 に 対 し

て 、 人 事 異 動 通 知 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 規 定 す る 育 児 休 業

（ 第 四 号 に つ い て は 、 引 き 続 い て 承 認 す る 育 児 休 業

に 限 る 。 ） が 当 該 育 児 休 業 に 係 る 子 の 出 生 の 日 か ら

条 例 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 期 間 内 に あ る も の で あ る

場 合 又 は 第 七 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 人 事 異 動 通 知 書 に

代 わ る 文 書 の 交 付 そ の 他 適 当 な 方 法 を も っ て 人 事 異

動 通 知 書 の 交 付 に 替 え る こ と が で き る 。  

第 七 条  任 命 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 職 員 に 対 し

て 、 人 事 異 動 通 知 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 第 七 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 人 事 異 動 通 知

書 の 交 付 に よ ら な い こ と を 適 当 と 認 め る と き は 、 人

事 異 動 通 知 書 に 代 わ る 文 書 の 交 付 そ の 他 適 当 な 方 法

を も っ て 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 に 替 え る こ と が で き

る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  育 児 休 業 を し て い る 職 員 に つ い て 当 該 育 児 休 業

の 承 認 を 取 り 消 し 、 引 き 続 い て 当 該 育 児 休 業 に 係

る 子 以 外 の 子 に 係 る 育 児 休 業 を 承 認 す る 場 合  

四  育 児 休 業 を し て い る 職 員 に つ い て 当 該 育 児 休 業

の 承 認 を 取 り 消 し 、 引 き 続 き 当 該 育 児 休 業 に 係 る

子 以 外 の 子 に 係 る 育 児 休 業 を 承 認 す る 場 合  

五 ～ 七  （ 略 ）  五 ～ 七  （ 略 ）  

（ 雑 則 ）  （ 雑 則 ）  

第 十 五 条  条 例 第 十 一 条 第 六 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 育 児 短 時 間 勤 務 計 画 書 並 び に 条 例 第 十 三 条 の 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書 の 様

式 は 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

第 十 五 条  条 例 第 三 条 第 五 号 及 び 第 十 一 条 第 六 号 の 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 育 児 休 業 等 計 画 書 並 び に 条 例 第

十 三 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 育 児 短 時 間 勤 務 承

認 請 求 書 の 様 式 は 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

  

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

令 和 四 年 九 月 三 十 日  
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                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降  籏  道  男  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 別 休 暇 ）  （ 特 別 休 暇 ）  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ～ 八  （ 略 ）   一 ～ 八  （ 略 ）  

九  職 員 の 妻 が 出 産 す る 場 合 で あ っ て そ の 出 産 予 定

日 の 八 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ っ て は 十 四 週

間 ） 前 の 日 か ら 当 該 出 産 の 日 以 後 一 年 を 経 過 す る

ま で の 期 間 に あ る 場 合 に お い て 、 当 該 出 産 に 係 る

子 又 は 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 （ 妻 の

子 を 含 む 。 ） を 養 育 す る 職 員 が 、 こ れ ら の 子 の 養

育 の た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ

る 場 合  当 該 期 間 内 に お け る 五 日 の 範 囲 内 の 期 間  
九  職 員 の 妻 が 出 産 す る 場 合 で あ っ て そ の 出 産 予 定

日 の 八 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ っ て は 十 四 週

間 ） 前 の 日 か ら 当 該 出 産 の 日 後 八 週 間 を 経 過 す る

ま で の 期 間 に あ る 場 合 に お い て 、 当 該 出 産 に 係 る

子 又 は 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 （ 妻 の

子 を 含 む 。 ） を 養 育 す る 職 員 が 、 こ れ ら の 子 の 養

育 の た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ

る 場 合  当 該 期 間 内 に お け る 五 日 の 範 囲 内 の 期 間  

十 ～ 二 十 三  （ 略 ）  十 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 7号 

庁 中 一 般  

地 域 機 関  

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和 4 年 9 月 30 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令 

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程（令和元年三重県訓令第 2 号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表第 5（第 11 条関係） 別表第 5（第 11 条関係） 

 区分 事由 期間   区分 事由 期間  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 

育児参加休暇 

会計年度任用職員

（総務部長が別に定

める者に限る。）の

配偶者が出産する場

合であってその出産

予定日の 6 週間（多

胎妊娠の場合にあっ

ては、14 週間）前の

日から当該出産の日 

左記期間内における

5 日（勤務日ごとの

勤務時間の時間数が

同一でない会計年度

任用職員にあって

は、その者の勤務時

間を考慮し、総務部

長の定める時間）の

範囲内の期間 

  

育児参加休暇 

会 計 年 度 任 用 職 員

（総務部長が別に定

める者に限る。）の

配偶者が出産する場

合であってその出産

予定日の 6 週間（多

胎妊娠の場合にあっ

ては、14 週間）前の

日から当該出産の日 

左記期間内における

5 日（勤務日ごとの

勤務時間の時間数が

同一でない会計年度

任用職員にあって

は、その者の勤務時

間を考慮し、総務部

長の定める時間）の

範囲内の期間 
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以後 1 年を経過する

日までの期間にある

場合において、当該

出産に係る子（勤務

時間条例第 9 条第 1

項において子に含ま

れるものとされる者

を 含 む 。 以 下 同

じ。）又は小学校就

学の始期に達するま

での子（配偶者の子

を含む。）を養育す

る会計年度任用職員

が、これらの子の養

育のため勤務しない

ことが相当であると

認められるとき 

    後 8 週間を経過する

日までの期間にある

場合において、当該

出産に係る子（勤務

時間条例第 9 条第 1

項において子に含ま

れるものとされる者

を 含 む 。 以 下 同

じ。）又は小学校就

学の始期に達するま

での子（配偶者の子

を含む。）を養育す

る会計年度任用職員

が、これらの子の養

育のため勤務しない

ことが相当であると

認められるとき 

  

  

附 則 

この規則は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。 
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